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公 告

地方公務員法（昭和25年法律第261号）第58条の３第２項の規定により、級及び職制上の段階ごとの職員数を次のとお

り公表する。

令和元年10月25日

島根県知事 丸 山 達 也
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級及び職制上の段階ごとの職員数（平成31年４月１日現在、企業局及び病院局を除く。）

（ア）行政職給料表

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階

主事 252 885 22.5 主事・

技師 140 　主任主事級

児童心理司 1

心理判定員 1

児童指導技師 1

児童自立支援員 5

書記 2

学校司書 3

係員 65

計 470

主任主事 226

主任技師 156

農業普及員 10

林業普及員 4

水産業普及員 3

児童指導技師 1

児童自立支援員 3

児童心理司 7

心理判定員 1

学校司書 2

司書 2

計 415

主任 711 816 20.7 主任級

主任農業普及員 23

主任林業普及員 2

主任水産業普及員 3

児童指導主任 2

主任企業診断員 1

主任児童自立支援員 2

主任児童心理司 4

主任心理判定員 1

主任精神保健福祉士 1

主任書記 1

助教 1

主任職業訓練指導員 4

主任学校司書 5

主任司書 2

文化財保護主任 3

係長 21

専門官 25

計 812

主任 1

専門官 3

主任書記 2 900 22.9 企画員級

事務主幹 39

級
級別基準職務表に規定する

基準となる職務

1級 主事又は技師の職務

2級 主任主事又は主任技師の職務

3級 主任の職務

内訳 職制上の段階合計

470 11.9

415 10.5

812 20.6
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企画員 397

係長 202

主幹 154

専門農業普及員 24

専門林業普及員 6

専門水産業普及員 1

児童指導専門員 2

児童自立支援専門員 2

児童心理専門員 3

講師 4

職業訓練指導専門員 8

学校司書専門員 9

司書専門員 4

計 861

主幹 6

専門農業普及員 4

副主査 33

グループリーダー 222 772 19.6 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ級

課長代理 12

副監査監 2

副指導監査監 2

副政策企画監 3

林業普及専門幹 3

水産業普及専門幹 1

課長（出先） 287

支所長 1

出張所長 1

准教授 4

企画幹 153

事務リーダー 52

課長補佐 22

指導官 3

副所長 1

課長（署） 3

計 815

課長（本庁） 60 485 12.3 課長級

室長 34

防災危機対策監 1

監査監 7

管理監 19

技術専門監 18

指導監査監 2

出納監察監 1

上席出納監察監 1

政策企画監 1

団体検査監 7

統括技術専門監 1

統括指導監査監 1

統括出納監察監 1

統括団体検査監 1

統括林業普及員 1

統括保健指導監 1

特別徴収監 2

センター長 5

4級 企画員の職務

5級

１　本庁のグループリーダーの
　職務
２　地方機関の課長の職務
３　企画幹の職務

861 21.9

815 20.7
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管理所長 3

所長 14

部長（出先） 72

事業所長 4

事務所長 8

園長 1

校長 3

局長 3

副センター長 1

副園長 1

副校長 3

副所長 7

分室長 1

教頭 1

教授 4

調整監 89

上席調整監 20

上席技術専門監 1

政策調整監 3

統括調整監 7

特別調査監 1

事務長 46

課長（本部） 1

施設装備統括官 1

監査官 1

管理官 9

主査 2

計 471

課長（本庁） 12

政策企画監 1

参事 1

局長 3 57 1.4 次長級

参事 1

次長 4

所長 3

スポーツ振興監 1

計 26

次長 18

所長 12

副センター長 1

副館長 1

副所長 1

局長 1

参事 8

館長 1

教育次長 1

校長 1

計 45

6級
１　本庁の課長の職務
２　地方機関の長の職務
３　調整監の職務

7級
困難な業務を所掌する本庁の課
長の職務

8級

１　本庁の次長の職務
２　困難な業務を所掌する地方
　機関の長の職務
３　参事の職務

471 12.0

26 0.7

45 1.1
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部長（本庁） 9 23 0.6 部長級

会計管理者 1

技監 1

支庁長 1

所長 5

局長 4

館長 1

教育監 1

計 23

3,938 100.0

※職員数には、再任用職員を含む。

9級

１　本庁の部長の職務
２　理事の職務
３　会計管理者の職務
４　特に困難な業務を所掌する
　地方機関の長の職務
５　技監の職務

合計

23 0.6
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（イ）海事職給料表

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階

機関員 9 25 51.0 主事・

甲板員 6 　主任主事級

司厨員 2

通信士 1

計 18

冷凍長 1

甲板員 2

司厨長 1

航海士 2

甲板長 1

計 7

一等航海士 2 13 26.5 主任級

通信長 2

二等機関士 2

二等航海士 2

倉庫長 1

機関士 1

甲板長 1

機関長 1

操舵長 1

船長 1 1 2.0 企画員級

計 14

一等機関士 1 10 20.4 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ級

一等航海士 1

機関長 3

船長 3

計 8

機関長 1

船長 1

計 2

49 100.0

※職員数には、再任用職員を含む。

2級

１　中型船舶（１種）の二等航海士
　若しくは甲板長又は困難な業務を
　処理する甲板員の職務
２　中型船舶（１種）の二等機関
　士、船舶通信士、操舵長、操機
　長、冷凍長、司厨長若しくは倉庫
　長又は困難な業務を処理する機関
　員若しくは通信士の職務
３　中型船舶（２種）の一等航海
　士、一等機関士若しく通信長（以
　下「一等航海士等」という。）若
　しくは航海士、機関士若しくは船
　舶通信士（以下「航海士等」とい
　う。）若しくは各長又は困難な業
　務を処理する通信士若しくは各員
　の職務
４　小型船舶の船長、機関長若しく
　は各長又は困難な業務を処理する
　通信士又は各員の職務

3級

１　中型船舶（１種）の一等航海士
　又は困難な業務を処理する二等航
　海士若しくは甲板長の職務
２　中型船舶（１種）の一等機関士
　若しくは通信長又は困難な業務を
　処理する二等機関士、船舶通信
　士、操舵長、操機長、冷凍長、司
　厨長若しくは倉庫長の職務
３　中型船舶（２種）の船長若しく
　は機関長又は困難な業務を処理す
　る一等航海士等、航海士等若しく
　は各長の職務
４　小型船舶の困難な業務を処理す
　る船長若しくは機関長又は各長の
　職務

4級

１　中型船舶（１種）の船長若しく
　は機関長又は困難な業務を処理す
　る一等航海士の職務
２　中型船舶（１種）の困難な業務
　を処理する一等機関士又は通信長
　の職務
３　中型船舶（２種）の困難な業務
　を処理する船長又は機関長の職務

級
級別基準職務表に規定する

基準となる職務

1級

１　中型船舶（１種）（人事委員会
　規則で定める船舶をいう。以下同
　じ。）の甲板員の職務
２　中型船舶（１種）の各長又は機
　関員若しくは通信士の職務
３　中型船舶（２種）の各長又は通
　信士若しくは各員の職務
４　小型船舶の通信士又は各員の職
　務

5級
中型船舶（１種）の困難な業務を処
理する船長又は機関長の職務

合計

18 36.7

7 14.3

14 28.6

8 16.3

2 4.2

合計 内訳 職制上の段階
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（ウ）研究職給料表

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階

46 17.7 主事・

計 　主任主事級

学芸員 1

研究員 45

主任学芸員 7 75 28.8 主任級

主任研究員 68

計 121

専門学芸員 13 61 23.5 企画員級

専門研究員 48

グループリーダー 2 54 20.8 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ級

科長 35

課長 3

研究幹 6

主席学芸員 1

主席研究員 7

計 115

センター長 2 24 9.2 課長級

部長 13

室長 1

研究調整監 1

調整監 5

管理官 1

所長 1

計 24

計

260 100.0

※職員数には、再任用職員を含む。

2級
主任研究員又は高度の知識若し
くは経験に基づき研究を行う研
究員の職務

3級
１　試験研究機関の科長の職務
２　主席研究員の職務
３　専門研究員の職務

4級
１　試験研究機関の長の職務
２　試験研究機関の部長の職務

級
級別基準職務表に規定する

基準となる職務

1級 研究員又は研究補助員の職務

5級
困難な業務を所掌する試験研究
機関の長の職務

合計

121 46.5

115 44.2

24 9.2

合計 内訳 職制上の段階
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（エ）医療職給料表（１）

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階

医療専門員 15 15 25.9 主事・

計 15 　主任主事級

医療専門員 14 14 24.1 主任級

計 14

医療専門幹 13 13 22.4 企画員級

計 13

医療専門幹 3 3 5.2 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ級

課長 1 7 12.1 課長級

所長 5

部長 1

医療統括監 1 5 8.6 次長級

参事 1

所長 3

医療統括監 1 1 1.7 部長級

計 16

58 100.0

※職員数には、再任用職員を含む。

2級 保健所の医長の職務

3級

１　保健所の部長の職務
２　本庁のグループリーダーの
　職務
３　地方機関の課長の職務

4級

１　保健所の所長の職務
２　参事の職務
３　本庁の課長の職務
４　地方機関（保健所除く。）
　の所長の職務

級
級別基準職務表に規定する

基準となる職務

1級 医員の職務

合計

15 25.9

14 24.1

13 22.4

合計 内訳 職制上の段階

16 27.6
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（オ）医療職給料表（２）

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階

診療放射線技師 1 21 21.0 主事・

　主任主事級

計 1

薬剤師 6

獣医師 9

診療放射線技師 1

臨床検査技師 3

管理栄養士 1

計 20

薬剤主任 4 34 34.0 主任級

主任獣医師 8

診療放射線主任 2

臨床検査主任 3

管理栄養主任 2

歯科衛生主任 1

計 20

主任獣医師 11

薬剤主任 1

臨床検査主任 1

栄養主任 1

計 14

企画員 10 14 14.0 企画員級

係長 1

主幹 3

企画幹 4 21 21.0 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ級

課長 17

計 35

所長 1 10 10.0 課長級

部長 8

調整監 1

計 10

計

100 100.0

※職員数には、再任用職員を含む。

3級 主任の職務

4級
高度の技術又は経験を必要とす
る主任の職務

5級

１　保健所の課長の職務
２　地方機関（保健所を除く。）
　の課長の職務
３　企画員の職務
４　専門員の職務

級
級別基準職務表に規定する

基準となる職務

1級
１　診療放射線技師、栄養士又
　は歯科衛生士の職務
２　臨床検査技師の職務

2級

１　薬剤師又は獣医師の職務
２　高度の技術又は経験を必要
　とする診療放射線技師、臨床
　検査技師、栄養士又は歯科衛
　生士の職務

6級 本庁の課長の職務

7級
困難な業務を所掌する地方機関
の長の職務

合計

14 14.0

35 35.0

10 10.0

合計 内訳 職制上の段階

1 1.0

20 20.0

20 20.0
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（カ）医療職給料表（３）

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階

34 40.5 主事・

計 　主任主事級

保健師 16

計 16

保健師 18

主任看護師 2 21 25.0 主任級

主任保健師 8

計 25

主任看護師 5

主任保健師 6

企画員 6 9 10.7 企画員級

副看護師長 2

主幹 1

計 20

課長 9 14 16.7 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ級

企画幹 5

計 14

調整監 3 6 7.1 課長級

部長 3

計 6

計

84 100.0

※職員数には、再任用職員を含む。

1級 准看護師の職務

2級
１　保健師又は看護師の職務
２　高度の技術又は経験を必要
　とする准看護師の職務

3級

１　主任保健師若しくは主任看
　護師の職務又は高度の技術
　若しくは経験を必要とする保
　健師若しくは看護師の職務
２　准看護師主任の職務
３　特に高度の技術又は経験を
　必要とする准看護師の職務

級
級別基準職務表に規定する

基準となる職務

7級
困難な業務を所掌する本庁の課
長の職務

合計

4級

１　企画員の職務
２　高度の技術又は経験を必要
　とする主任保健師及び主任看
　護師の職務
３　高度の技術又は経験を必要
　とする准看護師主任の職務

5級

１　保健所の課長の職務
２　看護師長の職務
３　地方機関（保健所を除く。）
　の課長の職務

6級 本庁の課長の職務

合計 内訳 職制上の段階

16 19.0

28 33.3

20 23.8

14 16.7

6 7.1
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（キ）高等学校等教育職給料表

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階

実習助手 58 2,013 93.5 教諭級

寄宿舎指導員 28

助教諭 2

計 88

指導主事 43

教諭 1,722

養護教諭 53

栄養教諭 4

実習主任 65

主任寄宿舎指導員 38

計 1,925

主幹教諭 13 13 0.6 主幹教諭級

計 13

指導主事 6 70 3.3 教頭級

教頭 64

計 70

指導主事 9 56 2.6 校長級

校長 47

計 56

2,152 100.0

※職員数には、再任用職員を含む。

級
級別基準職務表に規定する

基準となる職務

1級
高等学校又は特別支援学校の助
教諭、実習助手又は寄宿舎指導
員の職務

4級

１　教育に関する専門的事項の
　指導を行う指導主事又は社会
　教育主事の職務
２　高等学校又は特別支援学校
　の校長の職務

合計

2級

１　指導主事又は社会教育主事
　の職務
２　高等学校又は特別支援学校
　の教諭、養護教諭、栄養教諭、
　実習主任又は主任寄宿舎指導
　員の職務

特2級
高等学校又は特別支援学校の主
幹教諭の職務

3級

１　教育に関する専門的事項の
　指導を行う指導主事又は社会
　教育主事の職務
２　高等学校又は特別支援学校
　の教頭の職務

合計 内訳 職制上の段階

88 4.1

1,925 89.5

13 0.6

70 3.3

56 2.6
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（ク）中学校・小学校等教育職給料表

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階

3,892 84.6 教諭級

計

指導主事 86

社会教育主事 41

教諭 3,440

養護教諭 273

栄養教諭 52

計 3,892

主幹教諭 58 58 1.3 主幹教諭級

計 58

指導主事 24 331 7.2 教頭級

社会教育主事 9

教頭 298

計 331

指導主事 21 318 6.9 校長級

社会教育主事 7

校長 290

計 318

4,599 100.0

※職員数には、再任用職員を含む。

級
級別基準職務表に規定する

基準となる職務

1級
中学校、小学校又は義務教育学
校の助教諭の職務

2級

１　指導主事又は社会教育主事
　の職務
２　中学校、小学校又は義務教
　育学校の教諭、養護教諭又は
　栄養教諭の職務

特2級
中学校、小学校又は義務教育学
校の主幹教諭の職務

3級

１　教育に関する専門的事項の
　指導を行う指導主事又は社会
　教育主事の職務
２　中学校、小学校又は義務教
　育学校の教頭の職務

4級

１　教育に関する専門的事項の
　指導を行う指導主事又は社会
　教育主事の職務
２　中学校、小学校又は義務教
　育学校の校長の職務

合計

合計 内訳 職制上の段階

3,892 84.6

58 1.3

331 7.2

318 6.9
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（ケ）公安職給料表

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階

係員 180 410 26.8 巡査

計 180

係員 230

主任 1 1 0.1 巡査部長

計 231

主任 391 95 6.2 巡査

296 19.4 巡査部長

計 391

専務員 98

係長 206 206 13.5 警部補

計 304

専務指導員 28 28 1.8 巡査部長

専務官 141 146 9.6 警部補

係長 5

課長（署） 31 68 4.5 警部

課長補佐 29

指導官 8

計 242

専務指導官 24 25 1.6 警部補

係長 1

次長（本部） 16 83 5.4 警部

次長（署） 3

課長補佐 38

課長（署） 21

交番所長 5

計 108

課長（本部） 7 72 4.7 警視

調査官 8

監察官 1

管理官 1

特別捜査管理官 1

広報官 1

室長 7

隊長 3

検視官 2

副署長 9

地域官 2

副校長 1

計 43

級別基準職務表に規定する
基準となる職務

1級
１　係員の職務
２　初任科生の職務

5級

１　本部の課の次長の職務
２　本部の課長補佐の職務
３　警察署の次長又は課長の職
　務
４　専務官の職務
５　専務指導員の職務

6級

１　困難な業務を所掌する本部
　の課の次長の職務
２　困難な業務を所掌する本部
　の課長補佐の職務
３　困難な業務を所掌する警察
　署の次長又は課長の職務
４　専務指導官の職務

7級

１　本部の課長の職務
２　警察署の長の職務
３　監察官の職務
４　本部の課の調整官の職務
５　警察署の調整官の職務

2級
高度の知識又は経験を必要とす
る係員の職務

3級 主任の職務

4級
１　係長の職務
２　専務員の職務

級
合計 内訳 職制上の段階

180 11.8

231 15.1

391 25.6

304 19.9

242 15.8

108 7.1

43 2.8
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参事官 4

課長（本部） 8

署長 8

計 20

参事官 5

学校長 1

署長 3

計 9

1,528 100.0

※職員数には、再任用職員を含む。

8級

１　本部の部長の職務
２　困難な業務を所掌する本部
　の課長の職務
３　困難な業務を所掌する警察
　署の長の職務

9級

１　困難な業務を所掌する本部
　の部長の職務
２　特に困難な業務を所掌する
　警察署の長の職務

合計

9 0.6

20 1.3
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